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土地建物を購入した買主が、売主と近隣住
民との間に告知されていないトラブルがあ
り、これは契約不適合にあたるとして、主位
的に、売買契約の解除を、予備的に、告知義
務違反による損害賠償金等を求めた事案にお
いて、契約不適合と認められるトラブルの存
した証拠は無いとして、買主の請求を棄却し
た事例。

1 　事案の概要

X（原告）は、令和3年12月、Y（被告）
が所有する土地建物（本物件）を購入した。
売買契約（本件契約）時に取り交わした「物
件状況等報告書」（報告書）には、次のとお
りの記載があった。
①　�隣人の迷惑行為等の買主に心理的影響が

あると推定される事項：「無」
②　�近隣住民間での協定や取り決めや、買主

に引き継ぐべき事項：「無」
「重要事項説明書」には、対象不動産に含

まれない私道に関する事項の説明として、当
該私道の通行（車両を含む）及び設備の敷設
をする場合は、所有者の承諾が必要であるこ
と、ゴミ収集及びゴミ集積所に関する問題に
ついては、当事者間で協議し、解決すること
の記載があるが、その余のゴミ集積所の利用
関係、近隣関係についての記載はなかった。

また、Xは、本件契約締結前に、Yに対し、
近隣トラブルの有無について確認をしたが、
Yは、隣家の樹木が隣地を超えて伸びてくる
こと以外に近隣トラブルはないと回答した。

Xは、本件契約後に、Xが工事見積もりを
依頼した業者が私道に車両を駐車させていた
際に、近隣住民から、強い抗議を受けたため、
仲介会社を通して、近隣の事情聴取をしたと
ころ、他の近隣住民にたびたび苦情を述べた
り、大声で罵倒したり、Yとの間では、ゴミ
捨てについてのトラブルを生じていた住民が
いること、Yが駐輪していた自転車に米のと
ぎ汁のような液体がかけられるという事件が
あったこと等を聞いた。Xは、そのような近
隣関係のトラブルが存する状態では本物件で
の生活はできないとして、本件契約の解除等
を求めたが、Yが応じなかったため、令和4
年4月、本件訴訟を提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、下記のとおり判示し、Xの請求
を棄却した。
⑴　本件契約に心理的な瑕疵が存するか

Xが依頼した塗装業者が私道に車両を駐車
していた際に、近隣住民から苦情を述べられ
たこと、過去にYが自宅敷地内に駐輪してい
た自転車に汚損があったこと、ゴミの排出に
ついて、ポリバケツに入れて排出することと
する旨の協議及び合意があったことが認めら
れるが、上記事実から直ちに、Xの居住がで
きない程度に契約不適合の事実があったとは
認めることができない。Xは、本物件に駐輪
していた自転車の汚損について、米のとぎ汁
のような液体が自転車にかけられたものと主
張するが、汚損が米のとぎ汁かどうかは定か

最近の裁判例から ⑴−近隣トラブルと契約不適合−

買主が主張する売主の近隣住民とのトラブルの存在は認められない
として契約不適合による買主の契約解除等の請求を棄却した事例

（東京地判 令 5・3・15　2023WLJPCA03158012）　大嶺 優
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ではないし、さらに、これを近隣住民が行っ
たとする的確な証拠はない。

また、Yが本物件に防犯カメラを設置した
ことは認められるが、上記の自転車の汚損と
の関係は定かではないこと、手付金が当初
300万円の提案であったところ、最終的に600
万円となったことは認められるものの、手付
金が売買代金の1割であることが殊更高額で
あることをうかがわせる証拠はなく、手付金
額の変更は通常の交渉の一過程であるとい
え、この経過からYが近隣トラブルを隠して
いたと推認することはできない。

Xは上記に加え、仲介会社が聞き取った事
情などからすると、近隣トラブルが存したも
のといえると主張する。

しかしながら、仲介会社が聞き取った近隣
トラブルに関する事情は、主に、本件不動産
の隣地に居住する者からのものであり、かつ、
同人に対する供述を裏付けるような事実が存
することは認められない。さらに、Yの陳述
によれば、隣人とYとの関係は良好であり、
むしろ、Yが本件不動産を売却するのであれ
ば、購入を検討するような関係であったこと
からすると、近隣との関係が悪いように説明
し、Xによる購入を断念させようとした意図
が存したとしても不自然ではなく、隣人によ
る聞き取りにかかる事実が存したことをにわ
かには信用することができず、他にこれを裏
付けるに足りる証拠はない。また、Xが依頼
した業者が本件私道に車両を駐車させた際
に、近隣住民から苦情を受けたことは認めら
れるが、本件私道の使用については協議が必
要であり、苦情を述べられ、それが厳しい口
調であったことをもっても、直ちに近隣トラ
ブルを推認させるものではない。したがって、
Xの主張する契約不適合が存したとは認めら
れない。
⑵　本建物の売買契約に際してYの説明義務

違反が存するか
少なくとも説明義務を構成する程度の隣人

間のトラブルがあったとは認められないこ
と、ゴミ集積所の利用方法についても、協議
をした事実は認められるものの、ポリバケツ
に入れて排出する程度のもので、書面等によ
る合意もなく、箱に入れる以外に特段の配慮
を要するものではないことに照らすと、説明
義務を構成する程度の内容であるとは解され
ない。

したがって、Yによる義務違反の主張は認
められない。
⑶　結論

以上の次第でXの請求については理由がな
いのでこれを棄却する。

3 　まとめ

本件は、近隣トラブルについて、売主が告
知していないとして、争ったものであるが、
契約不適合にあたるとされるトラブルの存在
は認められないとして、買主の請求が棄却さ
れた。

実際に生活に支障が出るような近隣トラブ
ルがある場合は、売主に告知義務があると考
えられるが、告知義務トラブルにあたるかど
うかの判断は、個人の主観によるところも大
きく、その判断は難しいケースがある。

しかし、仲介業者しては、トラブル防止の
観点から、売買契約における売主の告知義務
については、売主によくヒアリングを行い、
でき得る限り、知事項して買主に伝えるよう
助言することが望ましい。

（調査研究部上席調整役）
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マンションの個人間売買において、管理費
及び修繕積立金の滞納を売主が解消しなかっ
たとして、買主が契約を解除し、違約金を請
求したが、契約において引渡日までに、売主
が滞納を解消する旨の合意はなかったとして
棄却された事例

1 　事案の概要

平成30年5月1日、マンションの一室であ
る本件建物について、買主X（原告）と売主
Y（被告）は、売買代金1460万円、決済日を
同月31日とする本件売買契約、及び手付金（違
約手付）を100万円とする本件手付契約を締
結した。

なお、本件契約時において、Yは、本件建
物の管理費及び修繕積立金（管理費等）を滞
納していたため、本件建物に管理費等の未納
があることをXの連絡窓口であるA（Xが代
表を務める会社の従業員）に伝え、本件建物
の管理組合からの平成30年4月18日付け管理
費等支払催促書（同月16日現在の本件建物の
未払管理費等が100万1172円ある旨記載）を
示したが、本件売買契約に、その滞納の取扱
いに関する定めはされなかった。

その後、Aは、Yに対し、本件建物の管理
費等の滞納を解決するよう求めたが、この滞
納は、決済日である平成30年5月31日時点で
も解消されていなかったため、決済は行われ
なかった。

平成30年6月、XとYは、①本件建物は
2018年4月30日現在、管理費と修繕積立金は

合わせて1,330,987円が滞納しており、売主は
滞納の全部金額（1,330,987円）、責任を持って、
本件建物の管理組合へ連絡し、返済して、解
決していくのを買主と確約した、②買主は本
件建物の管理費と修繕積立金について、引き
渡しの日から管理組合の規約より支払い、引
渡しの前の管理費と修繕積立金の滞納につい
て一切関係ない、旨の「管理費と修繕積立金
滞納に関する覚書」（本件覚書）を締結した。

しかし、その後も滞納は解消されなかった
ため、Xは、平成30年12月26日、Yに対し、
債務不履行により本件売買契約を解除したと
主張して、本件手付契約に基づく200万円の
支払を求める本件訴訟を提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を
棄却した。

本件の争点は、本件売買契約の履行前に、
Yにおいて管理費等の滞納を解消する旨の合
意（本件合意）がされたか否かである。

Xは、本件売買契約による本件建物の引渡
日である平成30年5月31日までに、Yが、管
理費等の滞納を解消する旨の合意をしたと主
張するが、Yはこのような合意がされたこと
を否認している。

そこで検討するに、まず、本件売買契約締
結の前に、X及びYは、本件建物の管理費等
の未納があることを認識していたこと、それ
にもかかわらず、本件売買契約の際に作成さ
れた書類には、本件合意の記載はないことが

マンションの管理費等の清算に関する定めがない売買契約において、売主が滞納
管理費等を解消しなかったことを理由とする買主の契約解除が否認された事例

（東京地判 令 3・1・29　2021WLJPCA01298012）　新井 一成

最近の裁判例から ⑵−管理費等の清算特約−
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認められる。これは、本件合意がなかったこ
とを窺わせる事実である。

また、本件建物の管理費等の未納額は133
万円余りであったが、本件建物の売買代金は
1460万円であって、未納額を大きく上回るこ
とが認められる。そして、X及びYのどちら
かが提案し、どのような経緯で実現しなかっ
たのかは明らかでないものの、管理費等の未
納額を売買代金決済時に差し引く旨の提案が
されたことは当事者間に争いがなく認められ
る。そうすると、どのような理由でこの提案
が実現しなかったのかが問題となる。

本件覚書では、未払の管理費等全額を売主
であるYが責任を持って弁済する旨の規定と
なっているが、その右側の余白に、手書きで

「98万円」などと記載され、その上にYの印
が押捺されていることが認められる。この記
載からすると、Yは、支払うべき未納管理費
等を98万円であると主張していたことが窺わ
れる（Aも同旨の証言をする。）。

そうすると、YとAとの間で、Yの支払う
べき未納管理費等の額について争いがあった
ため、管理費等の未納額を売買代金決済時に
差し引く旨の提案が実現しなかったものと認
められる。

このように、本件覚書作成前の時点では、
Yは支払うべき未納管理費等が98万円である
と主張していたと認められるが、一方で、本
件売買契約の際に、100万円余りの未納管理
費等が発生していることは当事者間の共通認
識になっていたと認められる。そうすると、
本件売買契約締結までに、Yにおいて、未納
管理費等を全額支払うと述べたことは疑わし
いものといわざるを得ない。

以上によれば、Yが、Xとの間で、本件売
買契約の条件として、決済日までに管理費等
の未納分を支払うと明確に合意したことまで
は認めるに足りない。

以上の次第で、原告の請求は理由がないか
ら、これを棄却する。

3 　まとめ

本件は、媒介業者が介在しない個人間売買
の事例であるが、滞納管理費等の金額が確定
されていなかったこと、及び売買契約に管理
費等の取扱いに関する定めがなかったことが
トラブルの要因と考えられる。

なお、本件のようなトラブルを避けるため、
各業界団体の区分所有建物の売買契約書雛形
には、「未納の管理費等は決済日までに売主
が解消する」旨の条項が入っており、宅建業
法は、重要事項説明において、売主等に管理
費・修繕積立金等の滞納がある場合には、買
主にその旨とその金額を告げることとしてい
る。

重要事項説明における、管理費・修繕積立
金等の調査・説明方法については、「宅地建
物取引業法の解釈・運用の考え方」（ガイド
ライン）に記載があるので参考になると考え
る。

（元調査研究部上席調整役）
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売買契約成立後、買主の債務不履行により
契約解除となり、売主が媒介業者に対する媒
介報酬の支払を拒んだ事案において、登記、
決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務は
補助的業務であり、媒介業者の報酬支払請求
権に影響を与えないとして、媒介業者による
報酬支払請求を認容した事例。

1 　事案の概要

売主Y（個人・被告）は、平成30年12月15
日、媒介業者X（法人・原告）と、以下の定
めのある一般媒介契約（以下、本件媒介契約
という。）を締結した。

■ �Xの媒介によって売買が成立したと
きは、Xは、Yに対し報酬を請求す
ることができる。ただし、売買契約
が停止条件付として成立したときは、
Xは、その条件が成就した場合にの
み報酬を請求することができる。

■ �媒介報酬は、決済時に全金を受領す
るものとする。

Yは、平成31年2月18日、Xの媒介（両手）
により、買主Aとの間で本件土地を1億
2,500万円とする売買契約を締結し、手付金
1250万円を受領した。本件売買契約には媒介
報酬に関して以下の特約条項があった。

■ �売主および買主がこの取引を代理ま
たは媒介した宅地建物取引業者に支

払うべき報酬がある場合、本契約第
11条（手付解除）または第12条（契
約違反による解除）による解除がな
された場合は、売主および買主は未
払残額をすみやかに仲介業者に支払
う。（注．以下「本件報酬特約」という。）

Aが銀行から融資を受けられず、残金1億
1250万円を支払わなかったため、YはAの債
務不履行を理由に契約解除し、手付金1250万
円を没収した。

その後、XがYに約定の媒介報酬411万円
余の支払を求めたが、Yは、「Xが媒介契約
に定められた登記、決済手続等の目的物件の
引渡しに係る事務の補助を行う債務を履行し
ていない」「本件媒介契約は、残代金が全額
支払われることが停止条件になっている」な
どと主張して媒介報酬の支払を拒んだため、
Xが本件訴訟を提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Xの請求
を全額認容した。

（本件媒介契約の履行の有無）
⑴ 　一般に不動産売買についての媒介契約
は、対象不動産の売買についての媒介を委託
する準委任契約と解されるところ、その目的
は、対象不動産についての売買契約を成立さ
せることにある。仮に売買契約成立後に媒介
業者が行うべき業務があったとしても、通常
は補助的な業務にすぎない。不動産売買の媒

最近の裁判例から ⑶−媒介報酬請求権−

買主の債務不履行により売買契約が解除された場合でも、
媒介業者は売主に媒介報酬を請求できるとした事例

（東京地判 令 4・11・10　2022WLJPCA11108010）　西崎 哲太郎
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介契約は、原則として売買契約が成立するこ
とによって、その委任事務を履行したものと
して、その報酬支払請求権が発生するものと
いうべきである。
⑵　Yは、媒介契約の目的は、単に売買契約
の成立にとどまるものではなく、その履行の
完了まで含むものであるとして、本件売買契約
の履行が完了しない限り、Xの報酬請求権は
発生しないと主張するが、本件売買契約に係
る「登記、決済手続等の目的物件の引渡しに
係る事務」はXの補助的業務であり、報酬支
払請求権の発生に影響を与えるものではない。
⑶　媒介業者の媒介行為によって、いったん
売買契約が成立した後に売買契約が解除され
た場合、媒介業者は委託者に対して報酬を請
求することができるか問題となるが、本件売
買契約書には、本件報酬特約が記載されてい
ることからすれば、本件媒介契約において、
本件売買契約が解除された場合における報酬
額等について、既に発生した報酬支払請求権
は何ら影響を受けるものではなく、報酬の支
払期限を売買契約の解除後速やかに支払うこ
とに合意したものと認められる。

したがって、Xは、Yに対し、本件媒介契
約に基づく報酬を請求することができる。

（売買代金が支払われること等が仲介報酬支
払の条件であるか）
⑴　Yは、①本件媒介契約は、残代金が全額
支払われることが停止条件になっている、②
本件売買契約は、買主が銀行から融資を得る
ことが停止条件になっているところ、これら
の条件は成就していないから、Xは仲介報酬
を請求することはできないと主張する。
⑵　しかしながら、媒介契約の性質は、対象
不動産に係る売買契約を成立させることを目
的とする準委任契約であり、原則として売買
契約の成立によって、その委任事務の履行を
したものとして報酬請求権が発生する。

そうすると、本件支払約定書に「登記決済
時」に仲介報酬を支払うことが記載されてい
ることをもって、本件売買契約の履行の完了
を停止条件としたものと解するのは相当では
なく、報酬の支払時期について、不確定期限
を定めたものと解するのが相当である。

そして、不確定期限の定めがある場合、期
限到来事由の不発生が確定したときにも期限
が到来するところ、本件売買契約が解除され
た場合、「登記決済」の不発生が確定するた
めに期限が到来することになる。したがって、
本件売買契約が解除された場合には、最終決
済が行われないことが確定した解除時にXは
媒介報酬を請求することができる。

上記②について、Y自身、本件売買契約に
基づいて受領した手付金を取得しており、本
件売買契約が有効に成立したことを前提とし
て行動している。また、融資に関する条件は、
本件融資特約で規定されているところ、本件
融資特約に基づく解除は、買主が融資を得る
ことができない場合、融資特約による解除期
日までの間であれば、本件売買契約を解除す
ることができるとの規定であって、買主が融
資を得ることを本件売買契約の停止条件とし
ていると認めることはできない。

3 　まとめ

本裁判例が判示するように、媒介契約の目
的は対象不動産についての売買契約を成立さ
せることにあり、売買契約が有効に成立すれ
ば、特約のない限り、報酬請求権は発生し、
契約後に売買当事者によって売買契約が解除
されても、一旦発生した報酬請求権は失われ
ないということが原則である。

本事例では、媒介業者の報酬請求権を制限
するような特約やその対象となる事実がない
と認定されたものと思われる。

（調査研究部上席調整役）
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病院建築用地の取得にあたり、買主法人が
業務委託先の宅建業者に支払った業務委託費
について、買主法人がその支払いに関与した
理事らに対して支払額相当の損害賠償を求め
た事案において、委託した業務の内容は実質
的には売買の媒介業務に過ぎないとして、宅
建業法で定める媒介報酬の上限額を超える部
分についての請求が認容された事例

1 　事案の概要

平成23年頃、A市内で病院を運営していた
X（原告・買主・協同組合）は、病院の新設
移転の検討を開始し、Y1（被告・X代表理
事）は、面識のあった宅建業者Bに依頼する
等して候補物件の収集を開始した。

平成26年6月頃、Xは、A市役所から紹介
された土地（約15,422坪・本物件）を移転先
とすることとした。本物件の地権者は40人以
上に上ったことから、Y1とY2（被告・X
の理事兼事務部長）は、Bが地権者との交渉
の中心的役割を担い、各種行政手続等でA市
が協力する形で進めていきたい旨をA市に申
入れ、了解を得た後、Bに係る交渉等の業務

（本件業務）を委託した。
同年11月、Y1を含めたXの役職員・A市・

Bらによる地権者向け事業説明会が開催され
た。その後Bらが、地権者に戸別訪問する等
して、翌年2月頃までに本物件への病院建設
に必要な都市計画法上の開発同意書や農地転
用関係書類を大半の地権者から取得した。

平成27年6月、Xと大半の地権者との間で

売買価格（2万円/坪・総額3億466万円余）
が合意に至り、本物件全体の取得の目処が立
ったことから、本件業務に関し、Y1は平成
26年9月付の稟議書を作成し、Y2とY3（被
告・X理事兼病院長）の決裁を得た上で、平
成26年10月付で概要を以下の内容とするXと
B間の協定書（本件協定書）を締結した。
・XはBに本物件買収の代理権を付与する。
・XはBに本物件の購入代金・媒介報酬（売

買価格×3％＋6万円）・業務委託費等と
して4億6266万円（3万円/坪）を支払う。

・Bは、①地権者から開発同意書・農転許可
申請書の取得、②売買代金・各種手続きに
要する費用の支払い、③その他病院建設に
必要な業務、等を行う。
その後平成28年4月にかけて、上記金額が

分割してXからBに支払われた。
平成27年7月、Bらが地権者を個別に訪問

する等してXと大半の地権者との間で本物件
の売買契約締結、引渡しがなされた。

同年9月、Xの理事会が開催され、本物件
について、売買代金が3億466万円余となる
旨等の報告がなされ、その取得についての承
認がなされた。

平成28年5月、Xの理事会が開催され、前
年度の決算報告について審議がされた際、貸
借対照表上の本物件の価格が4億5657万円余
とされていたことから、以前決議された売買
代金と開きがあることにC理事から疑問が呈
された。これに対してY1は、Bに対する業
務委託費を含めた金額で計上しており、違法

宅建業者に支払った業務委託費は実質的には仲介手数料であるとして
その支払いに関与した理事に対する損害賠償請求が認められた事例

（東京高判 令 6・3・28  2024WLJPCA03286010）　葉山　隆

最近の裁判例から ⑷−媒介報酬−
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性はない旨の説明を行い、翌月開催された理
事会と総代会においてその決算が承認され
た。

その後、Xの内部でBに対する業務委託費
の妥当性について問題視され、令和元年9月、
Xは1億2060万円余の支払いをYらに求めて
本件訴訟を提起した。これに対してYらは適
正な支払いであるとして争った。

令和5年9月、第一審においてXの請求の
大半（1億720万円余）を認容する判決が言
い渡され、これを不服とするYらが控訴した。

2 　判決の要旨

裁判所は、概要次のとおり判示し、Yらの
控訴を棄却した。

（本件業務の報酬が宅建業法に抵触するか）
XがBに委託した本件業務は、不動産売買

の媒介の域を出るものではなく、媒介報酬以
外に別途報酬が発生するような業務とは言い
難い。宅建業法46条が、不動産の売買等の媒
介の報酬の額についての基準がないことに乗
じて過大な報酬が強請されることを防止する
趣旨で規定されたことを踏まえると、別の名
目でその定めを超える報酬を支払うこととす
る本件協定書の内容は、宅建業法の趣旨を潜
脱するものと言わざるを得ない。

たしかに、宅建業法46条の定めを超える報
酬を支払うこと自体が宅建業法に抵触する行
為になるとは言えないが、「媒介報酬につい
て、宅建業法の定めを超える部分の実体的効
力は否定され、その上限額を超える定めは無
効である。」（最判昭45.2.26）とされているこ
とからすれば、これに意を払わず、無効とさ
れる部分の報酬を支払ったYらには、善管注
意義務違反ないし忠実義務違反が認められ
る。

（Yらは理事会の承認を得たか）
前記の通り、Yらは本件協定書締結前に理

事会の承認を得ていない。また、追認を得る
にしても、宅建業法の定めを超える部分につ
いての支払い義務は負わない旨を明示して承
認を得る必要があったが、係る説明がなされ
たとも認められず、適切な承認を得たとも言
えない。

（Xの損害について）
Bに対する支払額から売買代金等の支払額

を控除した1億2060万円余が実質的なBの報
酬となり、これから本件協定書ならびに宅建
業法46条で定められた媒介報酬の上限額1340
万円余を控除した1億720万円余がXの損害
となる。

よって、Yらの控訴を棄却する。

3 　まとめ

本件は、業務委託費名目で宅建業者に支払
われた報酬が、実質的には媒介報酬に過ぎな
いものであったと判断された事例である。

裁判記録を見る限り、買主と宅建業者との
間で本件協定書以外に媒介契約書が締結され
た形跡はなく、これは宅建業法34条の2に抵
触する可能性もあるものと思われる。

国土交通省から発出されている「宅地建物
取引業法の解釈・運用の考え方」（第34条の
2関係11）において、宅建業者に対して「積
極的に媒介業務以外の不動産取引に関連する
業務の提供に努めることが期待されている。」
とする一方で、これら関連業務を行うに際し
ては「あらかじめ契約内容を十分に説明して
依頼者の理解を得た上で、媒介契約とは別に、
業務内容、報酬額等を明らかにした書面等に
より契約を締結し、成果物がある場合には書
面等で交付等すること。」とされているので、
これに留意して取り組んでいただきたい。

（調査研究部主任研究員）
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破産した売主業者による高額な賃貸物件の
転売に共謀又は幇助があったとして、買主が
融資銀行に対して、転売差額の支払いを求め
たが、融資銀行の共謀又は幇助はなかったと
して棄却された事例

1 　事案の概要

平成27年、買主X（29歳会社員、年収578
万円）は、A不動産会社（不動産販売・サブ
リース会社）から、投資用不動産の購入が将
来的な資産として年金の代わりになるとの勧
誘を受け、投資用ワンルームマンション2戸
を購入した。

平成28年1月、A社は他の不動産業者から
本件物件（全10室の賃貸アパート、賃料月額
62万円）を6800万円で購入した。A社は、本
件物件の融資を希望している顧客がいるとの
情報提供をY銀行（被告）の担当者に行った
ところ、担当者は行内融資審査部に賃料月額
70万円として本件物件の査定を依頼し、物件
の評価額は収益還元法により9360万円とされ
た。

A社は9360万円の物件チラシを作成して、
Xに対して、売買金額はY銀行からの融資で
賄えるとともに、その融資返済額と家賃収入
の差額により毎月7万円余の収入が得られる
として契約を勧誘し、この融資を受けるため
には融資限度額280万円のカードローン契約
が条件であると伝えた。

平成28年2月、A社は、Y銀行の担当者に、
売買価格1億5百万円とされたチラシとXの

年収を712万円とする源泉徴収票等を提出し
た。これを受け、Y銀行の融資審査部は審査
により9360万円の融資実行が相当と判断し
た。

平成28年3月、XとA社の間で1億5百万
円の売買契約が締結され、同日に月額62万円
の賃料を保証するサブリース契約が締結され
た。また、XはY銀行との間で9360万円の融
資契約及び限度額280万円のカードローン契
約を締結した。

その後、Xは本物件のサブリース契約書を
保有していなかったことから、A社にその交
付を求めたところ、平成29年2月に、A社は
空室保証賃料を62万円とする建物賃貸借契約
書を作成した。ところが、同年8月、A社は
本件物件の集金代行や管理を終了し、10月を
もってサブリース契約を解除する旨Xに通知
を行った。平成30年10月、A社は破産手続開
始を申し立て、開始決定を受けることとなっ
た。

Xは、Y銀行はA社の目的を知りながら、
A社と共謀又は過失によりA社の行為を幇助
したとして不法行為による損害賠償2840万円
を請求し訴訟を提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を
棄却した。

（Y銀行の不法行為の成否について）
A社は、当時29歳で年収500万円台という、

高額の不動産投資をする適格を必ずしも有し

売主業者の高額物件転売に共謀又は幇助があったとする融
資銀行への買主の転売差額の支払請求が棄却された事例

（東京地判 令 3・12・10 2021WLJPCA12108017）　山本 正雄

最近の裁判例から ⑸−金融機関の融資責任−
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ていないXに対し、Y銀行の融資審査が通り
やすいような外観を作出して融資を受けさ
せ、また、サブリース契約の継続が困難で、
本件から安定した収入を得られる見込みがあ
るとはいえないのに、融資金の返済が容易で
あるかのような説明をして、本件を高額で売
り渡し、その仕入価格との差額の利益を得る
とともに、Xに1億円もの債務を負担させた
というものであって、A社の行為は、通常の
不動産取引において想定される転売益の取得
を超えた利得を目的として、Xの権利を不当
に侵害するものとの評価を免れない。

しかしながら、Y銀行がA社のこれらの行
為について、意を通じていたとか、その意図
を知っていたと認めるに足りる証拠はない。

（Y銀行は過失によりA社の不法行為を幇助
したか）

本件売買代金額9360万円について、Y銀行
の評価方法が著しく不合理であるような事情
は見あたらない。Y銀行の担当者は、融資契
約の際に、売買契約が締結されていることを
確認しているから、売買契約で代金額が評価
額9360万円を上回る1億500万円とされてい
ることを認識したといえるものの、評価額と
の乖離は1割程度であるから、このことのみ
によってY銀行において売買代金の操作がな
されていることなどを疑い、売買契約が不当
なものであると判断すべきであったとはいえ
ない。

XはA社の担当者が、契約金額と融資金額
の差額はA社が負担する旨をY銀行担当者が
同席する場で述べたと主張するが、事実を認
めるに足る証拠はない。また、Xは、Y銀行
により融資審査の際に示されたレントロール
に関する資料が意図的にかさ上げされたもの
で、Y銀行は少なくともこれに疑問を差し挟
むべきであったとも主張するが、Y銀行は賃
料も受領しているのであるから、将来の賃料

収入が記載されたとおり見込めると判断した
としても、不合理とは言えない。改ざんされ
た源泉徴収票についても、融資審査を行うY
銀行において記載内容の真実性を疑ってしか
るべき事情があったとは本件全証拠において
も認められない。

3 　まとめ

本件において、売主業者が買主を勧誘し、
銀行の融資を受けさせやすい状況を作り、高
額の転売を行ったことは買主の権利を不当に
侵害するものではあるが、これらについて銀
行が意を通じていたとか、知っていたと認め
るに足りる証拠はないとされた。また、売買
代金の操作、改ざんされた源泉徴収票につい
ても銀行において真実性を疑ってしかるべき
事情があったとは認めらないと判断された。

本件と同様に金融機関の融資責任が認めら
れなかった事案では、「悪質な勧誘により投
資用マンションを購入した買主が、勧誘者に
不法行為に基づく損害賠償を、融資金融機関
に金銭消費貸借契約に基づく返還債務の不存
在の確認を求めた事案において、勧誘者の不
法行為責任は認めたが、金銭消費貸借契約の
取り消し及び無効主張は否認した事例」（東
京地判　平26・10・30　RETIO98-116）など
がある。一方、融資責任が認められた事案で
は、「修理不能な雨漏りのあるマンションを
その事実を秘して買主に購入を勧め、契約を
締結させた、媒介業者、銀行、税理士に、重
要事項告知義務違反があるとして、不法行為
責任を認め、損害賠償を命じた事例」（東京
地判　平10・5・13　RETIO41-72）などが
ある。

（調査研究部次長）
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売買契約書において土地の代金額と建物の代
金額とが明示的に区分されていたとしても、
消費税法施行令45条3項所定の「課税資産の
譲渡の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の
額とに合理的に区分されていないとき」に該
当することが有り得るとして、売主業者が提
起した消費税等更正処分等取消請求を棄却し
た事例

1 　事案の概要

宅建業者Xは、空き家や築古の一軒家を仕
入れて、リフォームを施して付加価値を高め
たうえで顧客に再販するビジネスを主に営ん
でおり、物件の仕入れ時及び販売時における
消費税等の合計額の算出は以下の方法を採用
し、消費税の納付・還付申請を行っていた。

［仕入れ時］物件を仕入れた際の建物に
係る消費税額を計算するに当たっては、
当該物件に係る売買代金総額（消費税額
を含む。）を、当該物件を仕入れた年度
における土地及び建物それぞれについて
の固定資産税評価額の比で按分する方法
により算出。

［販売時］建物に係る消費税額について、
戸建住宅の場合には売買代金総額に2.7
％を乗じた金額とし、これにより算出し
た消費税額を100分の8で除した金額を
建物代金額とし、売買代金総額から当該
建物の譲渡の対価の額及び消費税額を除

いた金額を土地代金額とし、売買契約書
にも建物・土地の内訳を明記。（なお、
この2.7％とは、Xが過去に仕入れた戸
建住宅物件について、個々の物件の固定
資産税評価額等の合計額に建物の固定資
産税評価額等が占める割合の平均値が約
34パーセントであったことから、これに
消費税等の税率8パーセントを乗じて算
出した数値を採用したものである。）

Xは、平成28年3月期から平成31年3月期
までの各課税期間において、前記の計算方法
で算出した建物代金額を消費税法28条1項所
定の課税資産の譲渡の対価の額として消費税
等の申告を行ったが、処分行政庁（A税務署
長）は、消費税法施行令45条3項にいう「合
理的に区分されていないとき」に該当すると
して、Xが販売した物件に係る消費税の課税
標準は、当該物件の売買代金総額に、当該物
件の売上原価の合計金額のうち建物に係る売
上原価が占める割合を乗ずる方法で算出した
金額であるとして、更正処分及び過少申告加
算税の賦課決定処分をした。

Xはこれを不服として、国税不服審判所の
審査請求を経て、本件訴えを提起した。

2 　判決の要旨

裁判所は、次のように判示して、Xの請求
を棄却した。

土地及び建物の一括譲渡の場合の課税資産
の譲渡等に係る消費税の課税標準の額を計算

土地と建物の代金内訳を明記して販売した業者に対
する消費税に係る更正処分が適法とされた事例

（東京地判 令 5・5・25　判例時報2606-45）　西崎 哲太郎

最近の裁判例から ⑹−中古物件の建物の課税標準−
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するに当たっては、当該一括譲渡に係る売買
契約書において土地の代価及び建物の代価が
仮に金額面において区分されていたとして
も、消費税法施行令45条3項が適用され得る
ものというべきである。

そのうえで、本件各物件の譲渡が消費税法
施行令45条3項に規定する「課税資産の譲渡
の対価の額と非課税資産の譲渡の対価の額と
に合理的に区分されていないとき」に該当す
るか否かを判断するに当たっては、当該課税
資産及び非課税資産のそれぞれの本来的な化
学の比率や、これらを仕入れた際のそれぞれ
の対価の額の比率との比較において、課税資
産の対価の額の割合が過少になっていないか
どうかなどの事情をも考慮すべきものと解す
るのが相当である。

Xは、本件各物件を仕入れた際には、売買
代金総額に占める建物の代金額を、個々の物
件の固定資産税評価額等の合計額に建物の固
定資産税評価額等が占める割合（建物割合）
に基づき算出していたことから、Xが扱った
本件各物件の仕入れ時及び販売時の土地及び
建物の代金額をみると、全体的な傾向として、
本件各物件が位置する地方都市においては土
地価格の変動が本来少ないはずであるにもか
かわらず、短期間の間に土地の価値が急騰し
たような形になる一方、建物の価値は下落し
て建物単体でみると損失が生じた形になって
いる上、Xは、本件各課税期間において、輸
出免税取引や赤字決算のような事情が見当た
らず、むしろ、営業利益が年々上昇していた
にもかかわらず、合計約12億円もの消費税の
還付申告を行っている。

以上によれば、Xの算出方法はリフォーム
により高めた本件各物件の交換価値を建物の
対価の額に適切に反映したものということは
できず、その結果としてXが高額の消費税の
還付を受けることになっていることも踏まえ

ると、売買代金総額に占める課税資産である
建物の対価の額が、非課税資産である土地の
対価の額に比して著しく過少に区分されてい
たものといわざるを得ないから、消費税法施
行令45条3項の趣旨に照らしても、不合理な
ものであることは明らかである。

そうすると、Ⅹによる本件各物件の譲渡は、
同項に規定する「課税資産の譲渡の対価の額
と非課税資産の譲渡の対価の額とに合理的に
区分されていないとき」に該当するものとい
うべきであるから、本件各物件の譲渡に係る
消費税の課税標準は、同項所定の方法によっ
て算定されるべきである。

この点に関して、A税務署長の算出方法は、
本件各物件の建物と土地の価額について、建
物と土地の各仕入れ時の支払代金額を基礎と
し、これらに、Xが行ったリフォーム等の費
用のうち建物に係るものは建物の価額とし
て、土地に係るものは土地の価額として、両
者に共通するものは仕入れ時の支払代金額の
比率で按分したものをそれぞれの価額として
付加することにより算出した額をもって、消
費税法施行令45条3項の「価額」とするもの
であり、上記のリフォームによる交換価値の
増加が反映されないという問題を解決するも
のとして合理性があるものと認められる。

3 　まとめ

本件は税務上の争点を巡る裁判例であり、
空き家や築古の中古住宅の利活用という観点
でリフォーム再販に積極的に取り組む宅建業
者も多いことから、参考として紹介するもの
である。詳細な事実経緯や判旨については、
判例時報2606号45頁を参照されたい。

なお、本件はXによる控訴が棄却され、現
在Xが上告中である。

（調査研究部上席調整役）
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